
議案第２４号 

八幡浜市準用河川条例の一部を改正する条例の制定について 

 標記条例を次のように制定する。 

  令和元年６月１０日提出 

八幡浜市長 大 城 一 郎 

 

記 

八幡浜市準用河川条例の一部を改正する条例 

八幡浜市準用河川条例（平成１７年条例第１７７号）の一部を次のように改

正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定中下線で示し、又は太枠で囲まれた部分を同

表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示し、又は太枠で囲まれた部分で示すよう

に改正する。 

改正後 改正前 

  

別表第１ 別表第１ 

流水占用料 流水占用料 

種目 金額 （略） 

（略）   

鉱工業のための

流水占用料 

使用水量毎秒 

１ﾘｯﾄﾙにつき 

年額 ３，２７８円 

 

その他の流水占

用料 

使用水量毎秒 

１ﾘｯﾄﾙにつき 

年額 １０３円 

 

 

種目 金額 （略） 

（略）   

鉱工業のための

流水占用料 

使用水量毎秒 

１ﾘｯﾄﾙにつき 

年額 ３，２１８円 

 

その他の流水占

用料 

使用水量毎秒 

１ﾘｯﾄﾙにつき 

年額 １０２円 

 

 

注 （略） 注 （略） 

別表第２ 別表第２ 

使用料 使用料 

（表略） 
 

（表略） 
 

注 注 

１～４ （略） １～４ （略） 

５ 使用の期間が１月未満のものにあって

は、この表の規定に関わらず同表に規定す

る金額の１２分の１の額に１００分の１１０

を乗じて得た額（その額に１円未満の端数

があるときは、その端数を切り捨てた額）

とする。 

５ 使用の期間が１月未満のものにあって

は、この表の規定に関わらず同表に規定す

る金額の１２分の１の額に１００分の１０８

を乗じて得た額（１円未満切捨て    

                  ）

とする。 

別表第３ 別表第３ 

土石採取料その他の河川産出物採取料 土石採取料その他の河川産出物採取料 

種目 徴収額 備考 種目 徴収額 備考 
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土砂 １立方ﾒｰﾄﾙ

当たり  

４４円 

 

かき込砂利 １立方ﾒｰﾄﾙ

当たり  

５５円 

 

（略）   

栗石、玉石 １立方ﾒｰﾄﾙ

当たり  

１１４円 

こう長６ｾﾝﾁﾒ

ｰﾄﾙ以上３０ｾ

ﾝﾁﾒｰﾄﾙ未満の

もの 

川

石 

こう長３０ｾ

ﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

６０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ

未満のもの 

１立方ﾒｰﾄﾙ

当たり  

１，６８５円 

 

こう長６０ｾ

ﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

のもの 

１立方ﾒｰﾄﾙ

当たり  

３，３７２円 

 

竹木 市長が時価

を勘案して

定める額 

 

あし、かや 市長が時価

を勘案して

定める額 

 

埋もれ木 市長が時価

を勘案して

定める額 

 

笹 市長が時価

を勘案して

定める額 

 

芝草 市長が時価

を勘案して

定める額 

 

 

土砂 １立方ﾒｰﾄﾙ

当たり  

４３円 

 

かき込砂利 １立方ﾒｰﾄﾙ

当たり  

５４円 

 

（略）   

栗石、玉石 １立方ﾒｰﾄﾙ

当たり  

１１２円 

こう長６ｾﾝﾁﾒ

ｰﾄﾙ以上３０ｾ

ﾝﾁﾒｰﾄﾙ未満の

もの 

川

石 

こう長３０ｾ

ﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

６０ｾﾝﾁﾒｰﾄﾙ

未満のもの 

１立方ﾒｰﾄﾙ

当たり  

１，６５５円 

 

こう長６０ｾ

ﾝﾁﾒｰﾄﾙ以上

のもの 

１立方ﾒｰﾄﾙ

当たり  

３，３１１円 

 

竹木 市長が時価

を勘案して

定める額 

 

あし、かや 〃  

埋もれ木 〃  

笹 〃  

芝草 〃  

 

注 （略） 注 （略） 

  

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の八幡浜市準用河川条例別表第１から別表第３までの

規定は、この条例の施行の日以後の占用等に係る流水占用料等について適用し、

同日前の占用等に係る流水占用料等については、なお従前の例による。 

 

提案理由 

  消費税法等の改正に伴い、所要の改正を行うため。 
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